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資料 運５-１ 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第 5 回 運用部会 
 


議事次第 
 
 


日時：平成 28年 9月 13 日（火）15:00～17:00 


場所：四谷・buildingSMART Japan 事務局会議室（GSA㈱） 
 


１．開会 
 
２．議事 


  （１）  前回（７/1２）議事録確認 


（２） ＢＬＣ入会企業の紹介 


協栄産業株式会社（平成 28 年 9 月 8 日付） 積算ソフト会社 ：参加部会は未定 


（３）  BIM ライブラリー利用規約（素案）について 


     


    ・BIM ライブラリー利用規約（素案）並びに 9/2 大森弁護士ヒアリング議事録 


 


（４）  その他 


 


3．閉会 
 
 
会議資料一覧 


 資料 運５－１  議事次第 


 資料 運５－２  第４回運用部会議事録 


 資料 運５－３  運用部会委員名簿 


 資料 運５－４  BIM ライブラリー利用規約（素案） 


 資料 運５－５  大森弁護士ヒアリング議事録（平成 28 年 9月 2 日） 


 資料 運５－６  BIM ライブラリーで生じる検討課題（案） 


 資料 運５－７  ライブラリー利用規約比較リスト    


（参考資料）    平成 28 年度 BLC 各部会等の開催スケジュール案 20160913 更新 


 
 
次回  日時 ： 11 月 15 日（火）15：00～17：00 


     場所 ：  四谷・buildingSMART Japan 事務局会議室 



































                                 資料 運５－４ 


BIM ライブラリー利用規約（素案）                  160819 榊原 


20160901 事務局指摘事項記載 


 


BIM ライブラリーコンソーシアム（以下、甲という）が提供する BIM ライブラリーを利用


する企業、団体、教育機関（以下、乙という）は以下の規約を守るものとする。 


 


第一条 定義 


１）BIM ライブラリーは、BIM 関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部


位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）からなる個々の


デジタル・オブジェクト（以下、BIM オブジェクトという）で構成される。 


２）各 BIM オブジェクトは、建築向け製品の製造会社から提供されるもの、BIM ライブラ


リーコンソーシアムで計画され作成されたもの、その他からなる。設計者も自身の設


計に合わせてオブジェクトを作成することがあるが、この利用規則では扱わない。 


３）BIM データは、BIM 関連のソフトウェアで作られるデータである。一般に BIM オブ


ジェクトを含んでいる。 


４）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係


する権利を含む。この利用規則(規約)では BIM オブジェクトに関する知的財産権を扱


う。 


５）ユーザーは、甲の提供する BIM ライブラリーを使用する乙の職員または乙の職域内に


いる BIM 業務支援の協力会社関係者を指す。 


 


第二条 アカウント 


１） 甲が提供する BIM ライブラリー（以下、BIM ライブラリーという）の利用開始にあた


り、乙は甲に所定の事項を届けた上でアカウント発行を要望するものとする。甲は乙


より入手した所定事項をBIMライブラリー運営上に必要な範囲でのみ使用するものと


する。 


２） 乙は甲より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下におき、アカウントが


不正使用されないようにする義務を負う。アカウントの発行をもって乙は利用規則(規


約)を承諾したことになる。 


３） アカウントを使い、ユーザーは BIM ライブラリーに無償(ビジネスモデルと関連し当初


から無償の宣言をしないほうが良い)でアクセスし必要な BIM オブジェクトをダウン


ロードできる。 


４） 乙が、BIM ライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウントの利用停止を甲


に知らせるものとする。甲はこの申し出により、当該アカウントを削除する。 


 







第三条 利用の範囲 


１）ユーザーは、BIM ライブラリーから必要な BIM オブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する BIM データ内で使用することができる。 


２）ユーザーはダウンロードした BIM オブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限りコピ


ーすることができる。 


３）ユーザーは、BIM オブジェクトを甲に無断で修正して使用することはできない。ただ


し、パラメータ付きの BIM オブジェクトでは、その許容されたパラメータ値を使用した


BIM オブジェクトの利用は認められる。 


 


 


第四条 知的所有権の所在 


１）ユーザーは、BIM オブジェクトには著作権を含む知的財産権が甲または原データ提供


者にあることを承知の上で利用するものとする。 


２）ユーザーが、BIM オブジェクトを内包する BIM データを第三者に提供する際には、


BIM オブジェクトの内包事実と知的財産権の所在も合わせて第三者に確実に(実行するた


めの担保は)知らせるものとする。 


 


第五条 不具合データの修正・更新 


１）乙が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、


その事実を甲にすみやかに知らせるものとする。  


２）甲は、甲自身または乙が見つけた BIM オブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必


要と判断した場合は、その修正結果をもって BIM ライブラリーを更新するものとする。 


３）BIM オブジェクトの原データの提供者が、その製造する製品の改廃などにより原デー


タを修正した場合も、甲は修正されたBIMオブジェクトの提供を受け更新するものとする。 


４）BIM ライブラリーが更新された場合は、甲はその事実を乙に電子メールで知らせるも


のとする(ホームページで知らせる方法もあるのでは、少し限定的)。 


 


第六条 禁止事項 


乙は、ユーザーが BIM ライブラリーに使用に際して以下の行為を行わないように合理的な


措置をとるものとする。 


イ） データの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為 


ロ） ダウンロードした複数の BIM オブジェクトを、無断で別途に立ち上げたサーバーを介


して第三者に有償または無償で提供する行為 


ハ） 甲の BIM ライブラリーのサーバーに対し、無断で不正なデータ、虚偽情報や不正なプ


ログラムを書き込む行為 


ニ） 甲または乙を誹謗中傷する行為 







ホ） 法律、条例などに反する行為 


ヘ） その他、公序良俗に反する行為 


 


第七条 免責 


１） 甲は、サーバーやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で BIM


ライブラリーを乙が使用できなった場合、これに起因して乙が被った被害に対し責任


を負わない。 


２） 乙は、BIM オブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとし、万一、BIM オブ


ジェクトの内容が不適切であった場合も甲は乙に対し責任を負わない。 


 


第八条 規約の変更 


甲は、必要に応じ利用規則(規約)の修正を行うことができる。その修正の事実を乙に電子メ


ールで知らせるものとする。 


 


第九条 損害賠償 


乙が BIM ライブラリーの使用に際し、甲に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害


を賠償するものとする。 


 


第十条 協議 


１）本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意を


もって協議し、その問題を解決する者とする。 


２）前項の解決策によっては規約を変更し、乙にその旨を電子メールで知らせるものとす


る。 


 


以上 


 


 


以下、事務局指摘点です。 


 


 通知などの用語の定義が必要では 


 グローバル化を考え、準拠法および管轄裁判所は日本であることを記載する 


 サービスの内容の定義 


 二次利用者の扱い方 


 











           大森弁護士ヒアリング議事録         資料 運５－５ 
 


日時 2016 年 9 月 2 日  14:00~15:20 


相手方  大森弁護士 


当方   榊原、寺本、池田、水澤、山中 


場所   大森弁護士事務所 306 号室 


 


[全体について] 


 コンソーシアムについて 


・甲の主体が変わる場合は、その時のルールを全体条項の後ろに作る。 


・コンソーシアムとは、JV か等何らかの定義が必要。保全センターが実施しているなら、それをコンソ


ーシアムと称する等、定義をする。また会員制ならば、当初の構成員と、その後に参加した企業の扱い


をどうするかが疑問。 


 ライブラリー利用者の目的 


・便利さを共有するグループと考えられるので大きな責任を負うことはない。甲は最低限の責任で良い


のでは。 


 


 第 1 条 5) 


・乙が利用させる人とはだれか。職員、関連会社⇒届ける、協力会社⇒登録は煩雑では。 


・乙の定義を明確にすること。またそれ以外の第三者にデータを渡すことの制限は別途。 


・利用する範囲は建設プロジェクトに限るのか。利用の限界はどこに設定したいのかを決めること。 


・例外の事例が少なければ、個別契約としたい。 


 ライブラリーの提供者との契約は別途の規約とする予定。 


 


●第 2 条 


 有償  何のための利用料金かの説明が必要。 


 無償  数千円で運営に必要な必要最小限ならば無料に該当するのでは。 


・甲は基本的に責任を負わないで、乙は善管注意義務をもって自己責任で対応することが原則としたら。 


 


 第 4 条 2) 


・第三者が突然出てくるので、第 3 条で定義が必要。 


 


 第 5 条 


・不具合の通知は、甲側の責任となっているが、ホームページ掲載の手法もあるので、これだけに限定


する必要はない。ただし、ホームページ掲載も、極端な遅れは責任を問われる。 


・ここでは甲の義務の範囲を明確にする必要がある。 


例：オブジェクト内容の確認を行うのか、通知は誰が行うか等の甲の義務の範囲 


・「すみやかに」とあると専属の組織を必要とすることを意味する。 







・ここでは甲の権利義務の範囲を明確にする必要がある。 


 


 第 7 条 


・原案では不具合、不適切を正確に定義することが必要だがそれは難しいので、「甲は一切の責任追わな


い」と単純に表現したほうが良いのでは。 


 


 第 9 条(損害賠償) 


・甲は乙に請求することは定められているが、乙は甲に請求できるのか。(一般にはできない) 


・データの提供側は、「明らかな場合」とは「余程、何らかのことがある場合」を指すので、(第 6 条に違


反した場合または)「使用に際し善管注意義務を怠った場合」のような表現では。 


・また不測の事態に対して考慮する必要がある。 


 


 今後の進め方 


・案の内容で決めるべき点を検討する WG(事務局と部会長、副部会長)を設け、そこで集中的(WG2~3 回) 


で条件を設定を検討する。その後大森先生に案文を詰めてもらう 


検討内容は、 


・正確性 


・運用主体 


・変更 


・利用方法、利用範囲 


・ライブラリー事業を停止する条件 


ただし、運用部会だけでは決められない内容もありうるので、ビジネスモデル、標準化の議論とも調整


する必要がある。 
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 参考資料  
平成 28 年度 BLC 各部会等の開催スケジュール（案）          2016/09/13 更新 
 
日にち 
 


 
部会等の活動 


 
WG 等の活動 


平成 28 年 
4 月 


4/14 15:00-17:00 設備部会 @建築保全センター会議室 
4/19 15:00-17:00 運用部会 @IAI 日本事務局会議室 
4/20  10:00-12:00 建築部会 @上海国際ビル 2 階会議室 


TF1,2,3 の活動 


 
5 月 
 


5/12 16:00-17:30 在り方部会[討論] @上海国際ビル 2 階 
5/17  16:00-17:00 総会 @TDB ホール 
 


TF2,3 の活動 
設備 WG 


 
6 月 
 


6/13 13:30-15:30 設備部会+ＷＧ15:30-17:00 @保全ｾﾝﾀｰ 
6/15 10:00-12:00 建築部会 @上海国際ビル 2 階会議室 
6/29  9:00-12:00 オーストラリア BIM ライブラリー会合 
             @オートデスク(株)セミナー室 


TF2,3 の活動 


7 月 7/12  15:00-17:00 運用部会 @四谷 buildingSMART Japan 
                                         事務局会議室 


 


 
8 月 
 


8/4  14:00-15:30 在り方部会[討論] @上海国際ビル 2Ｆ 
8/10  10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 
8/23  9:00-11:00 設備部会 @建築保全センター会議室 


8/9：設備 WG 


 
9 月 
 


9/13  15:00-17:00 運用部会 @四谷 buildingSMART Japan 
                                         事務局会議室 
9/26-28  buildingSMART International 会議(韓国)参加 


9/14：建築 WG 
9/20：設備 WG 


 
10 月 
 


10/19 10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 
10/25 14:00-16:00 設備部会 @建築保全センター会議室 
 


建築 WG 
10/25:設備 WG 


 
11 月 
 


11/10 16:00-17:30 在り方部会[討論] @上海国際ビル 2Ｆ 
11/15 15:00-17:00 運用部会 @四谷 buildingSMART Japan 
                                         事務局会議室 


 


 
12 月 
 


12/13 14:00-16:00 設備部会 @建築保全センター会議室 
12/21 10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 
 


建築 WG 
設備 WG 


平成 29 年 
1 月 
 


1/17 15:00-17:00 運用部会 @場所未定 
1/19  16:00-17:30 在り方部会[討論] @上海国際ビル 2Ｆ 
 


 


 
2 月 


2/22  10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 
未定 設備部会 @建築保全センター会議室 
 


建築 WG 
設備 WG 


 
3 月 


3/2  16:00-17:30 在り方部会[まとめ] @上海国際ビル 2Ｆ 
未定 運用部会 @場所未定 
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第５回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録  


 


日時  ： 平成２８年９月１３日（火） １５：００～１６：３０  


場所  ： 四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


出席者 ： １５名 


 


 


 


第５回運用部会参加者リスト     


首都大学東京 山本 康友 ○ (株)CADネットワークサービス 石黒 常雄   


(一社)buildingSMART Japan 山下 純一   (株)CADネットワークサービス 南谷 親良 ○ 


(一財)建築保全センター 寺本 英治 ○ (株)CADネットワークサービス 増田 甲介 ○  


大森法律事務所 大森文彦 ○ (株)CADネットワークサービス 江口 正剛  


(株)大塚商会 水野 一哉 ○ (株)ＣＰＣ 宮田 信彦   


河村電器産業(株) 榎 寿哲 ○ 和田特機(株) 和田 芳道  


グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ  和田特機(株) 横井 義光  


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之  (有組)C-PES研究会 安孫子義彦  


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治  (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一  


(株)構造計画研究所 緒方 翼   (一社)buildingSMART Japan 榊原 克巳 ○ 


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史   (株)キャディアン 中野 健成   


(株)構造計画研究所 関口 淳   （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司  


(株)佐藤総合計画 森山 尚   （一財）日本建設情報総合センター 徳重 政志  


(株)佐藤総合計画 糸島 光洋   (公社)日本建築家協会 藤沼 傑  


(株)佐藤総合計画 齋藤 崇志   (公社)日本建築士連合会 木村 行道  


(株)ダイテック 小笠原將人  (公社)日本建築積算協会 森谷 靖彦 ○ 


(株)ダイテック 北川 昇  (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 ○ 


(株)ダイテック 菊池 泰彦  (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治  


(地法)日本下水道事業団 富樫 俊文 ○ 鹿島建設(株) 安井 好広  


(地法)日本下水道事業団 新井 知明  BLC事務局    


日本メックス(株) 野口 順二 ○ (一財)建築保全センター 池田 雅和 ○ 


(株)キャディアン 笠原 靖子  (一財)建築保全センター 影山 徹  


(株)キャディアン 山﨑 裕子  (一財)建築保全センター 水澤 久夫 ○ 


(株)キャディアン 植松 良太   (一財)建築保全センター 山中 隆 ○ 
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配布資料 


   資料 運５－１  議事次第 


   資料 運５－２  第４回運用部会議事録 


   資料 運５－３  運用部会会員名簿 


   資料 運５－４  BIM ライブラリー利用規約（素案） 


   資料 運５－５  大森弁護士ヒアリング議事録（平成 28年 9月 2日） 


資料 運５－６  BIM ライブラリーで生じる検討課題（案） 


   資料 運５－７  ライブラリー利用規約比較リスト 


（参考資料）    平成 28年度 BLC各部会等の開催スケジュール案 20160913 更新 


 


議題（１） 前回議事録確認 （BLC事務局/水澤） 


       ・第３回議事録の読み合わせ確認を行った。追記、訂正事項の指摘なし。 


       ・9/2大森弁護士ヒアリング議事録について 


出席者メンバーに榊原氏を追記のこと。 


  


 


議題（２） BLC入会企業の紹介 


        ・協栄産業株式会社（平成 28年 9月 8日付） 


        積算ソフト会社で ITに関して幅広く研究・開発している企業である。 


          参加部会は未定。 


  


 


議題（３） BIM ライブラリー利用規約（素案）並びに 9/2大森弁護士ヒアリング議事録について 


       資料 運５－４、資料 運５－５ 


 


       議論 


        ・利用する個人、学生はどうするのか。 


誰を対象とするのか今後、具体的内容、ユーザーの範囲を詰める必要がある。 


利用規約（素案）では BIMライブラリーコンソーシアム（甲）と記載しているが、 


         法的には法人か個人しかない。甲の名称は未定。 


        ・ユーザー情報において、個人情報を盛り込む必要があるのではないか。 


        ・BIMデータの不具合の報告は誰に報告し、誰が修正するのか。 


修正の仕方はどうするのか、今後の議論が必要。 


        ・サプライヤーと BLC との利用規約も必要である。 


        ・BIM ライブラリーの所有権はどうするのか。 


        ・甲の名称登録商標はどうするか（BLCか）。 


        ・BLC ライブラリーのサービスをどうするのか、建設から維持管理を含めて内容を 


詰めなければならない。 
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        ・BIM ライブラリーの利用料金が有償か無償かについては、BLC在り方部会で 


         ビジネスモデルの議論が必要。 


        ・BIM ライブラリーの運用をどこがやっていくのかは現段階では未定。（建築保全センターか） 


ライブラリーのコンテンツが集まる手法等の議論が必要。 


        ・BIM ライブラリー（BLC）のサーバーの設置をどうするのか。 


（現実的には外部に設置になるのではないか） 


        ・BIM ライブラリーの運用するメンバーは誰が行うのか。 


         （会員メンバー内でボランティアなのか） 


        ・BIM ライブラリーに参加するメーカーのメリットとなるダウンロード情報の提供。 


 ・登録するユーザーの個人情報の範囲、メーカー等にどのように提供するか今後の 


議論が必要。 


        ・BLC ライブラリーのデータ提供規約も必要。 


        ・次回（11/15）の運用部会ではメーカーとの規約（データ提供規約）について議論を行う。 


         （素案を榊原氏にて作成して頂く） 


         


 


議題（４） その他 


        ・運用部会にワーキング（運用部会 WG）を新たに設けて、詳細な議論や論点の整理をする 


必要がある。 


  9/20（火）14：00～16：00 ＠建築保全センターにて第１回運用部会 WGを開催する。 


  （9/20以降の WG日程は WG参加者にて日程を決める） 


  9/20WG出席者は榊原氏、BLC事務局、参加希望者（BLC事務局まで連絡を） 


  運用部会 WGの打合テーマは、 


   ・ユーザーの範囲について 


   ・提供するサービスの範囲（データ提供規約）について 


   ・BIMデータの変更修正（加工）することへの対応、並びにセキュリティー対策について 


   ・第三者の取り扱いについて、データの取り扱いの範囲 


   の４点にテーマを絞って打合せする。 


      


 次回の BLC運用部会（第６回） 


日時： 11月１5日（火）15:00～17：00   


場所： 四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


次々回の BLC運用部会（第７回） 


日時：平成 29年 1月 17日（火）15:00～17：00  


場所：四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


  次々々回の BLC運用部会（第８回） 


日時：平成 29年 3月 7日（火）15:00～17：00 


場所：四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室  





